
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  税務署退職職員の税理士業務について 

Ｑ：税務署を退職した職員が税理士業務を

行う場合には、何か制限があるのですか？  

 

Ａ：税理士法42条に業務の制限というもの

があります。 

【解説】 

税務署を退職した職員が税理士業務を行う

際のあっせん行為が問題となっていますこと

から、さきごろ、退職職員に対する税理士業務

の制限についてという署内情報が出されまし

た。 

概要は次のとおりです。 

「職員が退職時の地位や縁故を利用して退

職後の顧客等の開拓を図るなどといったこと

は、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招く

ほか、本人の在職中の公務の執行について社会

一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひ

いては税務行政に対する国民、納税者の信頼を

損ないかねないことから厳に慎むべき行為で

ある。」とした上で、特に退職後に税理士とな

る者においては税理士法第42条《業務の制限》

の規定についても十分に注意しなければなら

ないとしています。 

税理士法42条とは、「国税又は地方税に関す

る行政事務に従事していた国又は地方公共団

体の公務員で税理士となつたものは、離職後１

年間は、その離職前１年内に占めていた職の所

掌に属すべき事件について税理士業務を行つ

てはならない。但し、国税庁長官の承認を受け

た者については、この限りでない。」というも

のです。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年１月６日創刊・毎日発行 

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１０年）平成２２年   月   日 火曜日 ７２７

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二 

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 0 4 7  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

